
※ 本公募は平成22年度予算原案に基づいて行われるものであるため、成立した予算

の内容に応じて事業実施内容等に変更がありうることに御留意ください。

広域連携共生・対流等対策交付金公募要領（案）
（ ）広域連携共生・対流等整備交付金

１ はじめに

都市住民の｢農｣ある暮らし、二地域居住など田舎暮らしに対する願望が相当程度

あることが世論調査等で明らかになっており、特に団塊世代や若い世代でその傾向

が強く、これらの願望の実現は、若者や団塊世代の再チャレンジや第２の人生の充

実の観点からも重要です。

都市住民のニーズを実現し、都市と農村の共生・対流や都市農業の振興等を一層

推進するためには、農村部主体の取組だけではなく、都市と農村が連携して共通の

目標を達成するための協働や都市農地を保全していくための取組が必要であり、こ

うした取組を推進していくためには、一部のＮＰＯや自治体などで行われている取

組を全国的に拡大していくことや都市住民への情報提供等が有効です。

このようなことを踏まえ、広域連携共生・対流等対策交付金は、都道府県域を越

えた広域的な連携及び都市と農村との間の交流を通じた新たなビジネス推進の取組

の実現並びに都市部での農業振興に必要な施設等の整備に対し、支援しようとする

ものです。

支援の対象となる団体、要件及び応募の手続については、この要領を御覧の上、

必要な提出書類を下記の受付期間内に提出願います。

（ ） （ ） （ ）受付期間：平成22年２月15日 月 から平成22年３月５日 金 17時まで 必着

２ 公募対象

、 。公募する内容は 広域連携共生・対流等対策交付金のうち以下の施設等整備です

（１）都市農村交流促進に必要な施設等の整備
① 都道府県域を越えた広域的な連携の先導的取組を実現するために必要な施設

等の整備

② 都市と農村との間の交流環境の整備及び当該交流を通じたアグリビジネスの

推進に必要な施設等の整備
（注 （１）は、主に都市側と農山漁村側の連携を想定しています。）

（２）都市部での農業振興に必要な施設等の整備

（注 （２）は、主に都市農業の振興を図るための事業実施主体とその他団体間の連携を想定）

しています。

対象となる施設等については、別紙１を参照してください （２）については、。

実施対象地域など施設等整備を実施する基準について、広域連携共生・対流等対策

交付金実施要領（以下「実施要領」という ）別記２の第３の３を参照してくださ。

い。



３ 応募方法

応募は、下記４の交付金の対象となる団体が団体単独でも連名でも事業実施計画

案を提出することが可能です。ただし、連名での応募の場合には、当該事業実施計

画案が採択された場合、下記８の事業実施計画提出までに下記４の(14)の協議会を

組織していただく必要がありますので御留意ください。

また、代表者として応募を行う団体が、別の団体が代表者となって行う応募に代

表者以外の立場で参加することを妨げるものではありませんので御留意ください。

なお、地方公共団体は単独では応募資格はありませんが、応募可能団体と協議会

を形成して、その構成員として施設等整備を実施することは可能です。

（１）応募に必要な書類は、以下のとおりです。

① 広域連携共生・対流等整備交付金事業実施計画案（以下「事業実施計画案と

いう ）。

事業実施計画案（様式）を農林水産省ホームページ（ . . .http://www maff go
. ）からダウンロードし、様式に従って作jp/j/nousin/kouryu/kouhukin/index html

成してください。

事業実施計画案には、連携体制や目標、施設の整備内容等事業の具体的な計

画について記入してください。

② 申請者の組織や活動内容を示す資料〔①の事業実施計画案に添付〕

ア 設立趣意書又は定款、寄附行為、規約等

イ 申請者の活動内容の概要が分かる資料

ウ 過去３年間の収支決算（決算書、貸借対照表、損益計算書、預金残高証明

書等）

エ 役員、職員名簿及び組織図等

オ 連携する団体（又は協議会を構成する団体）の概要が分かる資料

カ 整備予定地の現状写真、計画地区位置図、計画施設平面図、立面図等の図

面

キ 施設等の規模決定根拠資料、事業費の積算資料

ク 利用計画、資金調達及び償還計画書、施設等の維持管理計画（又は管理運

営規定 、施設等の収支見通し等）

ケ 実施要領別紙２の１の事業については「新山村振興等農林漁業特別対策事

業等費用対効果算定要領の制定について」を参考にして作成した費用対効果

分析表

コ 地域再生計画（連携する自治体が認定されている場合）

サ 頑張る地方応援プログラム（連携する自治体が認定されている場合）

シ 定住自立圏形成協定又は定住自立圏形成方針（連携する団体が締結してい

る場合）

（２）提出方法

上記（１）の提出は、受付期間内に郵送又は持参（下記13の問い合わせ先の住

所）により提出してください。必要に応じて整備内容についての補足説明用の資

料を併せて提出することが可能です。

なお、２部提出をお願いします。



提出書類等は返却いたしません。

４ 交付金の対象となる団体について

本交付金を実施することのできる団体は以下のとおりです。

（１）ＮＰＯ法人（特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第２条２項に規定

する法人をいう ）。

（２）一般社団法人又は一般財団法人。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関

する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う

関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50条）第42条第２項に規定する

特例民法法人で、年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が３分の２

を上回ることが見込まれる法人に対しては 「公益法人に対する行政の関与の在、

り方の改革実施計画 （平成14年３月29日閣議決定）により、原則として交付金」

の交付決定を行うことができませんので、御注意ください。

（３）商工会、商工会連合会、商工会議所、商店街振興組合又は商店街振興組合連合

会

（４）ＰＦＩ事業者（民間資金等の活用による公共施設等の促進に関する法律（平成

11年法律第117号）第２条第５項の選定事業者をいう ）。

（５）農業協同組合、農業協同組合連合会

（６）森林組合、森林組合連合会、生産森林組合

（７）漁業協同組合、漁業協同組合連合会、漁業生産組合

（８）全国農業会議所、都道府県農業会議、農業委員会

（９）農業生産法人（農地法（昭和27年法律第229号）第２条第３項に規定する法人

をいう ）については、構成員に３戸以上の農家を含み、かつ、当該農家が議決。

権の過半を占める等当該法人の事業活動を実質的に支配すると認められる法人と

する。

（10）農事組合法人（農業協同組合法（昭和22年法律第132号）第72条の８第１項に

規定する事業を行う法人をいう ）。

（11）土地改良区、土地改良事業団体連合会

（12）農山漁村等の住民の組織する団体については、当該事業の事業実施計画や

事業実施手続について、適正かつ効率的に行うことができるものとして、 ①

代表者の定めがあること、

② 会計処理、意思決定等の方法について規約類が整備されていること

等の要件を満たしていること。

（13）地方公共団体等が出資する団体（地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合

連合会等が主たる構成員又は出資者となっており、かつ、これらの者がその施策

活動を実質的に支配することができると認められる法人又は４（２）に掲げる特

例民法法人のうち年間収入額に占める国からの補助金・委託費の割合が３分の２

を上回ることが見込まれる法人を除く ）。

（14）上記の者等で構成する協議会については、当該事業の事業実施計画や事業実施

手続について、適正かつ効率的に行うことができるものとして、

① 代表者の定めがあること、

② 会計処理、意志決定等の方法について規約類が整備されていること



等の要件を満たしていること。

（15） 特認団体（上記以外の事業実施主体であって、地方農政局長等（事業実施主

体の主たる事務所が北海道に所在する場合、農林水産省農村振興局が直接取り

扱うことが効率的かつ効果的であるとして農林水産省農村振興局長（以下「農

村振興局長」という ）が認める場合にあっては農村振興局長、事業実施主体。

の主たる事務所が沖縄県に所在する場合にあっては内閣府沖縄総合事務局長、

その他の場合にあっては地方農政局長をいう。以下同じ ）が認めるものに限。

る ）。

５ 交付金の対象となる施設

都道府県域を越えた広域的な連携の取組及び都市と農村との間の交流を通じたア

グリビジネスの推進等の取組並びに都市部の農業振興に必要な施設等の整備に必要

な経費が交付金の対象になります。

対象となる施設等は別紙１を参照してください。

６ 交付金の額

交付される交付金は、予算の範囲内で以下のとおりとします。

（１）都道府県域を越えた広域的な連携の取組及び都市と農村との間の交流を通じた

アグリビジネスの推進等の取組を実現するために必要な施設等の整備に直接必要

となる経費の２分の１相当額以内

（２）都市部での農業振興に必要な施設等の整備に直接必要となる経費の２分の１相

当額以内

７ 審査ヒアリング

提出された事業実施計画案を審査するに当たり、必要に応じて申請者から事業実

施計画案の内容についてヒアリングすることがあります。

ヒアリングを行う場合は、事前に申請者に連絡いたします。

８ 選定及び事業実施計画の承認

（１）事業実施計画案の選定

事業実施計画案の選定については、選定審査委員会を設置し、以下のような観点

、 。から事業実施計画案の審査を行い 予算の範囲内で農林水産省において決定します

事業実施計画案が選定された場合は選定通知書を、不選定の場合は不選定通知書を

申請者あてにお送りします。

① 必須要件

［２の（１）の施設等整備］

ア 事業実施計画案の内容が、都道府県域を越えた事業実施主体とその他団体間

の広域連携で整備しようとする計画であること。

、 。イ 妥当投資額を算定し 費用対効果分析により投資効率が1.0以上であること

［２の（２）の施設等整備］



ア 事業実施計画案の内容が、都市農業の振興を図るための事業実施主体とその

他団体間の連携で整備しようとする計画であること。

、 。イ 妥当投資額を算定し 費用対効果分析により投資効率が1.0以上であること

② 審査項目

ア 事業の目的の理解度、目的を踏まえた内容の妥当性

イ 事業規模・実現性など事業実施計画の妥当性、各項目の関連性

ウ 事業実施手法の妥当性及び事業遂行のための技術力

エ 事業が遂行可能な人員や財政基盤などの組織の妥当性

オ 事業効果の妥当性

カ 関連施策との連携の有無

ア 事業実施計画案にかかわる地域再生計画を認定された自治体が連携先 又（ ） （

は協議会の構成団体）として含まれている。

（イ） 事業実施計画案にかかわるプロジェクトが頑張る地方応援プログラムと

、 （ ）して総務省より公表されている自治体が 連携先 又は協議会の構成団体

として含まれている。

（ウ） 事業実施計画案にかかわる定住自立圏形成協定を締結又は定住自立圏形

成方針を策定した自治体が、連携先（又は協議会の構成団体）として含ま

れている。

なお、事業実施計画案の選定後、内容、対象経費の精査等のため、ヒアリングを

行います。ヒアリングの日時等については、事前に申請者に連絡いたします。

精査後、地方農政局長等に事業実施計画を提出して頂き、その内容が適正である

場合は、地方農政局長等が事業実施計画を承認することになります。

９ 交付金の支払手続

事業実施計画の承認後は 「交付金割当通知」を送付し、事業に割当される交付、

金の額をお知らせします。申請者は割当された額を踏まえ、事業実施計画とは別に

「 」 、 。（ 、交付金交付申請書 を作成し 地方農政局長等に提出してください 詳しくは

交付金の交付に関する事務について定めた都市農村交流等交付金交付要綱を参照願

います ）。

「交付金交付申請書」が提出され、交付金の交付決定が行われた後に、交付金の

対象となる事業を開始することができます （交付決定以前に支出した経費や年度。

終了後に支出した経費については、原則、交付金の対象になりません。ただし、や

むを得ない事情により、交付決定前に着工する必要がある認められる場合には、実

施要領別記２の第３の４の（１）のオの（ア （イ）により交付決定前着工届を提）、

出する必要があります ）。

本交付金の支払方法は、事業終了後の精算払を原則とします （ただし、財務省。

との協議により、年度内に２～３回出来高に応じ交付金が支払われる「概算払」が

認められる場合があります ）支払に関する手続は以下のとおりです。。

申請者は、各年度毎に事業完了後、交付要綱に定める実績報告書を作成し、領収



書等の写しを添付して、事業実施年度の翌年度の４月10日又は事業完了の日から起

算して１か月を経過した日のいずれか早い期日までに地方農政局長等に提出してく

ださい。提出された実績報告書と領収書等の写しについて審査し、交付決定額の範

囲内で実際に使用された経費について交付金の額を確定した後、交付金の額の確定

通知を送付するとともに交付金を支払うこととなります。

10 事業実施に当たっての留意事項

（１）各年度における事業実施の取扱について

各年度における事業実施については、それぞれの年度において、実施要綱第６

の４に定める年度別事業実施計画書を提出し、実施内容、交付金対象経費の審査

を受けることになります。交付金についても、それぞれの年度毎に精算すること

になります。

（２）交付金の経理について

交付金の交付を行う際には、どのような目的で、いつ、いくら支出されたか等

について明らかにされる必要があります。

したがって、団体のその他の活動に係る経理と明確に区分された、交付金事業

に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、収入及び支出につい

ての証拠書類又は関係資料を整理し、保管しておく必要があります。

（３）消費税等の取扱について

本交付金に係る仕入れに係る消費税等相当額（交付対象経費に含まれる消費税

及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法（昭和63年法律第108号）に規定

する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法

（昭和25年法律第226号）に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額

に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ ）であり、かつ、その金額が明ら。

かな場合には、これを減額して交付金の交付申請を行う必要があります。

減額の対象となる消費税の相当額が、交付申請時に明らかではない場合は、こ

の限りではありませんが、後日、これらの額が明らかになった場合は、これらに

ついて、返還する必要がありますので御注意願います。

（４）事業実施計画を変更する場合の手続について

以下に該当する場合については、要綱第６の３及び実施要領別記２第２の６に

基づき所定の手続により、地方農政局長等の承認が必要となります。

① 事業費が当初の事業実施計画より大幅に増減する場合（３０％を超えると

き ）。

② 事業を中止又は廃止する場合

③ 連携体制（又は協議会の構成団体）の変更を含め事業実施主体の変更があっ

た場合

④ 実施期間の変更があった場合

11 事業終了後の留意事項

（１）事業評価の提出について

事業の評価の報告については、要綱第８及び実施要領別記２第５に基づき目標



年度までの毎年度の翌年度の５月末日までに、事業の成果等に関する自己評価を

、 。 、行い 所定の手続に従い地方農政局長等に報告する必要があります 評価結果は

、 。農林水産省において 事業の適正運営の検討や指導等のための資料といたします

（２）事業で取得した財産の管理について

事業で取得した財産については、常に良好な状態で管理し、事業の目的に沿っ

て活用していただく必要があります。

12 その他留意事項

本交付金は 「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 （昭和30年法律、 」

第179号。以下「補助金適正化法」という ）等の法令 「実施要綱」等の通知に従。 、

って実施されるものです。これらに違反して事業を実施することはできませんので

御注意願います。

（１）交付金の返還について

補助金適正化法に違反して交付金を使用した場合は、交付金の交付決定が取り

消され、受け取った交付金の全部又は一部について返還を求めることがあります

ので御注意願います。

（２）罰則について

不正な手段により交付金の交付を受けるなどした場合は、懲役、罰金の刑が科

せられますので御注意願います。

13 問い合わせ先及び事業実施計画案等提出先

問い合わせについては、以下の担当者までお願いします。

事業実施計画案等の提出先は、原則として以下の住所、担当者あてとなります。

【応募者の主たる事務所が北海道の場合】

農林水産省農村振興局農村政策部都市農村交流課

〒100 8950 東京都千代田区霞が関１－２－１-
℡ ： ０３－３５０２－００３０（２の（１）関係）

℡ ： ０３－３５０２－００３３（２の（２）関係）

： ０３－３５９５－６３４０Fax
担当者： 松下、平田 又は杉原、山方

【応募者の主たる事務所が青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県の場

合】

農林水産省東北農政局農村計画部農村振興課

〒980 0014 宮城県仙台市青葉区本町３－３－１-
℡ ： ０２２－２６３－１１１１（内線４４４４、４１８５）

： ０２２－７１５－８２１７Fax
担当者： 高橋 又は 萱場、後藤

【応募者の主たる事務所が茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神

奈川県、山梨県、長野県、静岡県の場合】

農林水産省関東農政局農村計画部農村振興課

〒330 9722 埼玉県さいたま市中央区新都心２－１-



℡ ： ０４８－６００－０６００（内線３４０５、３４１５）

： ０４８－７４０－００８２Fax
担当者： 北川 又は 菊池

【応募者の主たる事務所が新潟県、富山県、石川県、福井県の場合】

農林水産省北陸農政局農村計画部農村振興課

〒920 8566 石川県金沢市広坂２－２－６０-
℡ ： ０７６－２６３－２１６１（内線３４１４、３４２４）

： ０７６－２６３－０２５６Fax
担当者： 岩腰 又は 小林、神戸

【応募者の主たる事務所が岐阜県、愛知県、三重県の場合】

農林水産省東海農政局農村計画部農村振興課

〒460 8516 愛知県名古屋市中区三の丸１－２－２-
℡ ： ０５２－２０１－７２７１（内線２５２１、２５１９）

： ０５２－２２０－１６８１Fax
担当者： 堀 又は 我妻

【応募者の主たる事務所が滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の

場合】

農林水産省近畿農政局農村計画部農村振興課

〒602 8054 京都府京都市上京区西洞院通下長者町下ル丁子風呂町-
℡ ： ０７５－４５１－９１６１（内線２４１７、２４２１）

： ０７５－４５１－３９６５Fax
担当者： 山口 又は 秋本

【応募者の主たる事務所が鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、香川県、徳

島県、愛媛県、高知県の場合】

農林水産省中国四国農政局農村計画部農村振興課

〒700 8532 岡山県北区岡山市下石井１－４－１-
℡ ： ０８６－２２４－４５１１（内線２５１４、２５２５）

： ０８６－２２７－６６５９Fax
担当者： 清水 又は 津寺

【応募者の主たる事務所が福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿

児島県の場合】

農林水産省九州農政局農村計画部農村振興課

〒860 8527 熊本県熊本市二の丸１－２-
℡ ： ０９６－３５３－３５６１（内線４３１２、４３１９）

： ０９６－３５９－７３２１Fax
担当者： 釜石 又は 古里、羽田野

【応募者の主たる事務所が沖縄県の場合】

内閣府沖縄総合事務局農林水産部経営課

〒900 0006 沖縄県那覇市おもろまち２－１－１-
℡ ： ０９８－８６６－００３１（内線８３２９３）

： ０９８－８６０－１１７９Fax



担当者： 大浦 又は 池田



別紙１

施設名 事業内容

１ 都道府県を越えた広域的な連携の

先導的取組の実現並びに都市の農村

との間の交流環境の整備及び当該交

流を通じたアグリビジネスの推進に

必要な施設等

（１）都市農村交流施設

① 都市農村交流促進施設 農産物加工体験、特産物・文化財展示販売、伝統文

化継承、情報受発信施設等並びに附帯施設の整備

② 市民農園 農園の区画整備、園路、滞在、休憩、更衣、管理、

農機具収納施設等並びに附帯施設の整備

③ 廃校・廃屋改修交流施設 廃校・廃屋の改修・移設並びに附帯施設の整備

④ 水辺修景・景観保全施設 散策道、案内板、駐車場等の整備及び附帯施設の整

備

（２）交流環境･アグリビジネス施設

① 農林水産物直売・食材供給施 農林水産物の直売のために必要な販売用、鮮度保持

設 用、貯蔵用機械施設又は農林水産物を活用した食材等

の提供供給のために必要な施設等及びこれらの附帯施

設の整備

② 農林水産物処理加工施設 農林水産物の処理・加工・冷蔵・貯蔵・包装容器会

施設及びこれらの附帯施設の整備

③ 地域資源循環活用施設 ① 家畜ふん尿、野菜残さ等を活用して堆肥を製造す

るための堆肥製造用機械施設、堆肥保管用施設等及び

これらの附帯施設の整備

② バイオマス、水力、風力、太陽光、廃棄物等の自

然エネルギー供給施設等及びこれらの附帯施設の整備

④ 子供等自然環境知識習得施設 自然環境を活かした農山漁村と都市の子供等相互の

体験や学習機会の向上に必要となる自然・動植物観察

施設等及び附帯施設の整備

⑤ 高齢者・女性等地域住民活動 高齢者、女性、若者等の農林漁業経営、地域文化の



・生活支援促進機械施設 伝承等能力発揮や地域住民の活動促進に必要となる施

設及び附帯施設の整備

（３）交流等促進関連施設

① 集落道 集落道並びに附帯施設の整備。道路法（昭和27年

法律第180号）第3条第1号から第3号までに掲げる

道路及び同条第4号の市町村のうち幹線市町村道は対

象としないものとする。

② 簡易給水施設 給水施設並びに附帯施設の整備。給水人口50人未

満のものとする。

③ 簡易排水施設 排水施設並びに附帯施設の整備。受益戸数3戸以上

20戸未満の規模のものとする。

（４）特認事業 （１）から（３）までに掲げた以外の施設等であっ

て、都道府県を越えた広域的な連携の先導的取組の実

現並びに都市と農村との間の交流環境の整備及び当該

交流を通じたアグリビジネスの推進に必要不可欠であ

ると農村振興局長等が認めるものに限る。

（５）施設等整備附帯事業 計画内容を効率的かつ効果的に実施するために必要

な関係者の内発的取組及び合意形成を図るための企画

・調整・調査等の活動

２ 都市部での農業振興に必要な施設

等

（１）都市交流基盤整備 都市近郊において、農業・農村の多面的機能の効果

的な発揮及び都市住民の理解促進のために必要な土地

基盤等の整備

① 土地基盤整備

アほ場整備 農用地につき行う区画整理及びこれと相当の関連が

ある他の工事を一体的に行う整備

イ農業用用排水施設整備 農業用用排水施設整備の新設、廃止又は変更

、 、 、 、ウ農道整備 農道 農道橋 索道 軌道その他の運搬施設の新設

廃止又は変更

エ農用地開発 農用地の造成（農用地間の地目変更を含む）とこれ。



に附帯する施設の新設、廃止又は変更

オ農用地の改良又は保全 左欄アからエまでに掲げるもののほか、農用地の改

良又は保全のために必要な整備

① 農業用又は災害防止用のため池の老朽化によ

る決壊、漏水又は地すべり、土砂崩れ等を防止

するために行う堤体及びその周辺の補強、附帯

施設の改修並びにこれと併せ行う管理施設の新

設又は改修

② 土砂崩壊又は地すべりの危険性の生じた箇所

において、農地及び農業用施設の災害を防止す

るために行う土留石垣、擁壁、土砂溜堰堤又は

排水路等の施設の新設又は改修

③ 農用地の改良又は保全のために必要な暗渠、

客土、床締、防風林、鳥獣害防護施設等

④ 交換分合

カ農用地管理保全 遊休農地解消実践活動により３年以内に活用の見込

みのある農地を対象とし農用地の管理保全のために必

要な表土扱い、土層改良等による地力維持工事で、実

施期間は３年以内のものとする。

なお「遊休農地再生活動実践スタート支援を実施し、

た市町村（旧市町村を対象として実施した場合はその

区域）及びこれと同様の取組を独自に実施し、解消を

図るべき遊休農地が明らかになっているものとして都

道府県知事が認めた市町村とする。

② 農村生活環境基盤整備

ア農業集落道整備 農業集落周辺における土地改良法に基づく農業生産

基盤整備に係る農道を補完し、主として農業機械の運

行、農産物の運搬等の農業生産活動に供する農業集落

道の整備

① 道路法（昭和27年法律第180号）第３条第１号

から第３号までに掲げる道路及び同条第４号の

、 。市町村道のうち幹線市町村道は 対象としない

、 、 、 、② 道路附帯施設は 待避所 防雪施設 防護柵

照明施設、交通安全標識等の施設及び周辺環境

の美化等を図るための修景施設等の整備を含む

ものとする。

③ 修景施設は、植樹、芝生、ベンチ、水飲場、

便所、照明施設、遊歩道、駐車場等とする。



、 （ 。）、イ営農飲雑用水施設整備 家畜の飼育 園芸作物等の栽培 かんがいを除く

農産物の洗浄等を主とする営農飲雑用水施設の整備

、 。① 受益戸数は おおむね10戸以上の施設とする

ただし、末端受益は２戸以上とする。

② 営農飲雑用水施設の整備に当たっては、その

用水の用途に応じて適切な水質を確保するよう

留意するものとする。

ウ農村公園施設整備 農業者等の農村居住者の健康増進又は憩いの場等と

しての児童公園、運動公園、緑地、多目的広場等に係

る利用施設及びこれに付帯する施設の整備

① 児童公園、運動広場、緑地等を整備するため

に必要な施設とする。

② 整備の対象は、整地、修景施設、運動施設そ

の他機能保持上必要な施設とする。

エ集落防災安全施設整備 集落の防災安全のために必要な施設の整備

整備の対象は、土留工、防護柵、防火水槽、防風

林、防雪工、排水工等とする。

オ水辺環境整備 農業用用排水路、農業用ため池等の水質浄化、生態系

保全及び修景に配慮した施設の整備、親水広場等の新

設又は改修

親水広場の附帯施設には緑化施設、親水施設等を

含むものとする。

カ緑化施設整備 公共広場、公共施設等の周辺環境の美化を図るため

の修景施設及び生態系保全に配慮した施設の整備

① 公共施設等は農村公園、集落排水処理場等と

する。

② 修景施設は植樹、芝生、ベンチ、水飲場、便

所、照明施設、遊歩道、駐車場等とする。

キ地域資源利活用施設整備 地域資源を利活用して農業生産の補完及び生活環境

の改善を図るために必要な施設の整備

ただし、温水、ガス等の地域資源発掘のためのボー

リング事業は対象としない。

、 、 、なお 計画・施行に当たっては 施設の効果・効用

将来にわたっての維持管理等を勘案し無理のないもの

とする。



① 農道、集落道等の機能を補完するための地域

資源を利用した消雪施設等

② 農林水産省が行う助成又は融資の対象となっ

ている施設に地域資源を供給する施設

③ 市町村、農業協同組合等が事業実施主体とな

って、地域住民の生活環境の改善のために整備

する教育施設、社会福祉施設等又は集落の活性

化のために整備する地場産業振興施設、宿泊･交

流施設、スポーツ･レクリエーション施設等に地

域資源を供給する施設

ク集落環境管理施設整備 農業集落単位で環境を保全管理するための農産廃棄

物等の処理、再利用等を行うための施設及びこれに附

帯する施設で比較的小規模な施設の整備

① 大気の汚染、水質の汚濁、騒音及び悪臭等の

公害の防止に十分留意するものとする。

② 附帯する施設の整備は敷地整備、構内整備、

駐車場の整備、緑化等とする。

ケライフライン収容施設整備 農業集落排水施設、営農飲雑用水施設その他の公共

施設の埋設工事に伴う不経済な道路の掘返しを防止す

るとともに、農村地域の景観の改善にも資するための

公共施設を収容する地下利活用施設の整備

① 農業集落排水施設、営農飲雑用水施設、ガス

供給施設、電線、電話線等の公共施設を収容す

るため、主として農業集落道の地下に設ける施

設の整備とする。

② 当該施設の整備に当たっては、事業計画段階

において公共施設の敷設計画が明らかであるこ

ととし、当該施設の構造の保全に関する事項、

敷設する公共施設の管理に関する事項、費用の

負担に関する事項等を規定した管理規定を定め

るものとする。

コ土壌環境整備 耕土等の流出入防止施設等の整備

流出入防止施設は、沈砂池、法面保護工等の整備

とする。

サ住民参加促進環境整備 整備する施設の維持管理等への地域住民の参加を促

進するため、地域住民による簡易な生活環境施設の整

備等



、農村振興総合整備事業等で整備する施設の利活用

維持管理の適正化等を促進することを目的とした地

域住民による花壇づくり並びに芝生及び樹木の植栽

等の簡易な生活環境施設の整備に対して行う支援整（

備に必要な諸資材の現物支給、機械借料の補助等）

③ 農村交流基盤整備

ア農村交流施設整備 都市との交流の場の創設に必要な空間、スポーツ施

設等の整備

整備の対象は、整地、土留工、植樹、芝生、ベン

チ、水飲場、便所、照明施設、駐車場等とする。

イコミュニティ施設整備 農業経営及び農村生活の改善、農村居住者の健康増

進等又は都市住民との交流を推進するための多目的に

利用される建物及びこれに附帯する施設の整備

① 施設規模は、おおむね500平方メートル以内と

する。

、 、 、② 附帯する施設の整備は 敷地整備 構内整備

駐車場、緑化等とする。

ウ集落農園整備 ほ場整備事業その他農用地の改良又は保全のため必

要な整備

①整備に当たっては、次のいずれかの事項を内容と

するものとする。

ｱ 市民農園整備促進法（平成２年法律第44号）第

２条に規定する市民農園の用に供する農地の整備

及びこれと一体的に行う周辺農用地を対象とする

もの

ｲ 集落農園開設の用に供する農用地の整備及びこ

れと一体的に行う周辺農用地を対象とするもの

ｳ ｱ 又はｲ に附帯して都市との交流のために必要

な施設を対象とするものとする。

②整備の対象は、集落農園開設のために必要な農用

地、集落農園道、かん水施設等の整備及びこれと一

体的に行う周辺農用地とする。

、 、 、 、③附帯する施設の整備の対象は 整地 植樹 芝生

ベンチ、水飲場、管理施設、便所、照明施設、駐車

場等とする。

エ歩行者専用遊歩道整備 農村居住者の健康増進又は都市住民との交流推進の

ために行う遊歩道等の整備



① 整備の対象は、専ら散策、サイクリング、乗

馬等の用に供する遊歩道及びこれに附帯する施

設とする。

、 、 、② 附帯する施設の整備の対象は 植樹 水飲場

便所、駐車場、交通安全施設、案内施設等とす

る。

オ施設環境整備 公共施設及び農林水産省所管に係る助成等をもって

整備された施設の高齢者・障害者の利用に資するため

に必要な改修

①車いすでの利用を可能とするための改修等の高

齢者・障害者の利用に資するための建物を改修す

る。

②他府省所管の法律に基づく補助事業の整備対象

となっている公共施設は対象としない。

カ景観保全整備 文化的・歴史的景観の保全を図るために必要な施設

の整備

① 文化的・歴史的景観には景勝地、植物群生地

等を含むものとする。

、 、 、 、② 整備の対象は 連絡道 防護柵 用排水施設

駐車場、管理施設、案内板、植樹、芝生等とす

る。

キ歴史的土地改良施設保全整備 歴史的土地改良施設の歴史的価値の保全に配慮しつ

つ、施設機能の維持又は向上及び安全性の確保のため

に緊急に必要な補強工事及びこれと一体的に行う施設

の整備

、① 歴史的土地改良施設の保全整備に当たっては

。次に掲げる要件のすべてに該当するものとする

ア 文化財保護法（昭和25年法律第214号）第27

条若しくは第109条の規定に基づき重要文化

財として指定され、若しくは指定されること

が確実と認められる土地改良施設又は同法第

57条の規定に基づき登録され、若しくは登録

されることが確実であると認められる土地改

良施設であること。

イ 当該施設の支配面積が20ヘクタール以上で

あること。

② 「緊急に必要な補強工事及びこれと一体的に

整備する施設の整備」とは、以下の施設の整備



を行うものとする。

ア 当該施設に関連する資料の収集・保管庫

イ 管理道及び駐車場

ク魚道整備 河川の生態系の保護等のために、適正な下流放流量

を確保する魚道の新設又は改修

① 魚道の新設又は改修に当たっては、ア又はイ

の施設を対象として行うものとする。

ア 国営土地改良事業若しくは都道府県営土地

改良事業によって河川に設置された農業水利

施設又は取水量が大きく河川の流量若しくは

生態系に影響を及ぼすおそれのある都道府県

営土地改良施設に相当する規模を有する農業

水利施設で、次の採択基準のいずれかに該当

するものとする。

(ｱ) 魚道が整備されていない等のため、常時一

定の放流量を確保することが困難な施設

(ｲ) 河川の流水による魚道の損傷等により、魚

道が正常に機能していない施設

(ｳ) 水産庁（都道府県の水産部局を含む 、河。）

川管理者、流域内の利水者協議会等から魚道

の整備を要請されている施設

イ 前後一連の区間の魚道が整備され、又は整

備が予定されている農業水利施設であって、

当該施設の魚道が整備されていないため、魚

類の遡上の障害となっていることが明らかで

あるもの。

② ①のアの「取水量が大きく河川の流況若しく

は生態系に影響を及ぼすおそれのある都道府県

営土地改良施設に相当する規模を有する農業水

利施設」とは、１級河川又は２級河川に設置さ

れた農業水利施設であって、河川を横断する大

規模な工作物のうち当該施設の取水能力がおお

むね０．３ｍ ｓ以上である施設とする。３/
③ ①のアの(ｱ)「魚道が未整備等のため、常時一

」 、定の放流量を確保することが困難な施設 とは

魚道が整備されていない又は現に整備されてい

るが、魚道の通水能力が小さいために、常時一

定量の下流への放流量を確保することが困難な

農業水利施設とする。

④ ①のアの(ｲ)「河川の流水による魚道の損傷等



により、魚道が正常に機能していない施設」と

は、河川の流水による魚道の損傷等若しくは施

設下流部の河床低下等により、魚類の遡上の障

害となっている農業水利施設又は常時一定量の

下流への放流量を確保することが困難な農業水

利施設とする。

（２）都市農業共生・対流推進条件整 都市住民とのふれあい・交流及び持続的な営農展開

備 等に必要な簡易な基盤整備、市民農園等の整備

生産緑地地区において現在行われている農業生産の

条件を当面維持していく上で必要な整備水準を確保す

るために行うもの。

① 簡易な基盤整備

ア耕土改良 整備の対象は、耕土補給、深耕、心土破砕等、土壌

改良材投入とする。

イ土留工 整備の対象は、土埃等の遮断を目的としたフェンス

等の設置も含む。

ウ耕作道整備

エ用水施設整備 整備の対象は、用水路新設・改修整備、井戸整備、

貯水施設整備、かん水施設整備とする。

オ排水施設整備 整備の対象は、用水路新設・改修整備、暗渠排水整

備、承水路整備、浸透桝等設置とする。

② ふれあい・交流施設整備

ア多目的施設 整備の対象は、休憩室、更衣室、洗い場等とする。

イ農機具等保管施設

ウ農産物直売施設

③ 防災設備整備

防災用水施設整備 整備の対象は、防災兼用井戸・水路の施設整備とす

る。

④ 都市農地保全整備

ア生産緑地地区内の農地のみを受 整備は、既存施設の老朽化及び周辺の都市化に伴う



、 、益地とする農業用用排水施設の 水質悪化 水量減少等に対応するために行うものとし

。廃止又は変更 既存の用水量の増大を目的とするものは対象としない

イ生産緑地地区内の農業用道路の 農業用道路の新設、廃止又は変更後においても生産

新設、廃止又は変更 緑地法第２条第１号の農地等として取り扱われる範囲

のものとし、農業用道路の新設又は変更は、農業用機

械の進入が困難である場合に限定し、簡易舗装又は非

舗装とする。

ウ上記に掲げるもののほか、生産 整備内容は、以下のとおりとする。

緑地地区内の農用地の利用又は ①ア及びイの工事に伴い必要となる生産緑地地区内の

、 、保全のため必要な整備 農地等について行う区画の整形であって客土の実施

暗渠排水の設置等を伴わない簡易な整備

②生産緑地地区内の農地のみを受益地とする農業用の

ため池の老朽化による決壊若しくは漏水又は地すべ

り、土砂崩れ等を防止するために行う堤防及びその周

辺の補強、附帯施設の改修並びにこれと併せ行う管理

施設の新設又は改修

③生産緑地地区内の土砂崩壊又は地すべりの危険性の

生じた箇所において、農地及び農業用施設への災害を

防止するために行う土留石垣、擁壁等の施設の新設又

は改修

⑤ 市民農園等整備

市民農園を開設するために必要な ①市民農園の用に供する農地の整備及び市民農園整備

施設等の整備 促進法第２条第２項第２号に定める農地に附帯して

設置される施設のうち、農機具収納施設、給排水施

設、園路、植栽、ごみ置場、休憩施設、便所、手洗

場、駐車場、照明施設等。

②附帯施設のほか、市民農園と連携し農園で収穫した

農作物等の調理・加工など農園利用者と地域住民と

の交流の場となる交流加工体験施設の整備。なお、

本施設整備に当たっては、農園利用者の過半数が見

込める場合に限る。

⑥ 援農ボランティア養成施設 整備の対象は、休憩室、更衣室、トイレ、管理棟等

とする。

（３）都市農業維持保全条件整備 都市農業の持つ多面的な役割を当面維持するために

必要な農業用用排水施設等の改修、防災施設等の整備



① 農業用用排水施設等の改修 既存施設の老朽化等に伴う施設改修等を行うものと

し、既存の用水量の増大を目的とするものは対象とし

ない。

② 防災施設整備 既存施設の改修に併せ災害時にも使用可能となる防

災兼用井戸等の整備とする。

（４）都市農業水辺環境整備 既存の農業水利施設等を活用し、都市住民の憩いの

場の提供や農業理解の増進のために必要な施設整備

① 親水・景観保全施設 整備の対象は、親水護岸、せせらぎ水路等とする。

② 生態系保全施設 整備の対象は、蛍ブロック、魚巣ブロック、草生水

路等とする。

（５）特認事業 （１）から（４）までに掲げた以外で、都市部での

農業振興に必要な施設等で必要不可欠であると地方農

政局長等が認めるものに限る。

（６）施設等整備附帯事業 計画内容を効率的かつ効果的に実施するために必要

な関係者の内発的取組及び合意形成を図るための企画

・調整・調査等の活動


